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従来 
（改正前） 

新技術の防災設

備を設置したい

（ニーズ） 

所轄消防長 
  又は 

消防署長 

指導 

消防防災システム評価 

判断と責任 
消防法施行令 
第３２条適用 

設置 

メリット 
新技術の防災設備の

開発が促進される 

課題 
この設備は令７条で

の「消防用設備等」

ではないため、設置

維持義務・点検報告

義務などの法的位置

付けが不明確 

防火安全の確保

に課題（事故が起

きたときには法

的根拠無し） 

令３２条の有している 
課題を解消するために 

現在 
（改正後） 

令３２条の内、「予

想しない特殊な消

防設備等」を削除 

消防法第１７条３項新設 
特殊消防用設備等 

高度な消防防災システム 
（消防防災システム評価の流れ） 

ルート C 
（総務大臣の認定） 
防火対象物毎の評価 

新技術及び高度な

消防防災システム

の 促 進 の た め 、

「消防用設備等」

と同じ又は代替と

して位置付け、法

的に裏付けた 
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メリット 
・定期点検の実施頻度や報告頻 
 度の緩和が可能。 
・基準の遡及適用がない。 

消 防 法 が 改 正 さ れ た い き さ つ                   

ルート B 
（性能規定） 

告示又は客観的検証法 
消防用設備等 

消防用設備等の代替 

通常用いられる消防用
設備等と同等 

消防法第１７条１項 
（令２９条の４新設） 

消防用設備等 

通常用いられる消防用
設備等の代替 


